
 

東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱（平成 25年２月１

日市長決裁。以下「基準に関する要綱」という。）第４条及び第５条に定めるもののほか、基準に

関する要綱第２条第１項に規定する定義に合致する連合組織である東淀川区における地域活動協

議会の区長による認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（認定の手続き） 

第２条 基準に関する要綱第４条第１項の規定に基づく区長による認定（以下「認定」という。）を

受けようとする場合は、地域活動協議会認定申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添え

て、区長へ申請しなければならない。 

(1) 規約 

(2) 地域活動協議会を構成する団体等（以下「構成団体等」という。）に関する構成団体等の名称

を記載した名簿 

(3) 氏名及び住所又は居所を記載した役員名簿 

(4) その他区長が必要と認めるもの 

 

（認定の通知） 

第３条 区長は、認定の申請があった場合、認定の要件について審査し、要件を満たすと認めると

きは、地域活動協議会認定通知書（様式第２号）により通知する。 

 

（規約の記載事項） 

第４条 第２条第１号に規定する規約（以下「規約」という。）には、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。 

(1) 名称 

(2) 目的 

(3) 活動区域 

(4) 主たる事務所の所在地 

(5) 市民活動分野の種類 

(6) 構成団体等に関する事項 

(7) 役員等に関する事項 

(8) 会議に関する事項 

(9) 意思決定、業務遂行及び会計の透明性の確保に関する事項 

(10) 広報に関する事項 

 

（変更の届出） 



 

第５条 地域活動協議会は、規約、構成団体等、役員その他の事項を変更するときは、地域活動協

議会変更届出書（様式第３号）により区長へ届け出なければならない。 

 

（解散に伴う届出） 

第６条 地域活動協議会を解散するときは、地域活動協議会解散届出書（様式第４号）により区長

へ届け出なければならない。 

 

（報告及び検査） 

第７条 区長は、地域活動協議会が、基準に関する要綱第５条第２項各号に該当する疑いがあり、

若しくはこの要綱又は規約に違反するなど、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められ

る相当な理由があるときは、当該地域活動協議会に対して報告を求め、又は当該地域活動協議会

の承諾を得た上で、職員に当該地域活動協議会の事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物

件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（改善のための指導） 

第８条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第５条第２項各号に該当すると認め、若しく

はこの要綱又は規約に違反するなど、その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該地域活

動協議会に対し、その改善のために必要な措置を取るよう指導することができる。 

 

（認定の取消） 

第９条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第５条第２項各号に該当すると認め、若しく

はこの要綱又は規約に違反するなど、その運営が著しく適正を欠くと認める場合であって、他の

方法により是正することができないときは、その認定を取り消し、地域活動協議会認定取消通知

書（様式第５号）により通知しなければならない。 

 

（施行の細目） 

第 10 条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、区長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 25 年３月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

 

 



（様式第１号）  

  

年  月  日  

 

東淀川区長 様 

住所                   

（主たる事務所の所在地）                 

 

氏名                   

（名称及び代表者の氏名）                 

 

地域活動協議会認定申請書 

 

地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第４条第１項の規定に基づく区長に

よる認定をしていただきたいので、東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する

要綱第２条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 名称 

 

２ 設立年月日 

 

３ 関係書類 

 

  



（様式第２号）  

  

第  号  

年  月  日  

          様 

 

東淀川区長 

 

地域活動協議会認定通知書 

 

 年  月  日付けで申請のありました地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関

する要綱第４条第１項の規定に基づく区長による認定について、同条同項各号に掲げる要件を満た

すと認めますので、東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する要綱第３条の規定

により通知します。 

 

   



（様式第３号） 

  

年  月  日  

 

東淀川区長 様 

住所                   

（主たる事務所の所在地）                 

 

氏名                   

（名称及び代表者の氏名）                 

 

地域活動協議会変更届出書 

 

年  月  日に提出した地域活動協議会認定申請書等の記載事項について一部変更します

ので、東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する要綱第５条の規定により、次の

とおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

（変更内容） 

 

 

  



（様式第４号）  

  

年  月  日  

 

東淀川区長 様 

住所                   

（主たる事務所の所在地）                 

 

氏名                   

（名称及び代表者の氏名）                 

 

地域活動協議会解散届出書 

 

東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する要綱第６条の規定により、次のとお

り届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 名称 

 

２ 認定年月日 

 

３ 解散年月日 

 

４ 解散理由 

 

 



（様式第５号） 

  

   第  号  

年  月  日  

          様 

 

東淀川区長 

 

地域活動協議会認定取消通知書 

 

年  月  日付け     第  号により貴地域活動協議会を認定しましたが、地域活

動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第５条第２項の規定に基づきその認定を取り消

しましたので、東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する要綱第９条の規定によ

り次のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

（取消理由） 

 

 

 


